
「放送を巡る諸課題に関する検討会取りまとめ案起草委員会」 

開催要綱（案） 

 

１ 背景・目的 

 本委員会は、「放送を巡る諸課題に関する検討会」（以下「検討会」という。）の下

に設置し、検討会の取りまとめ案を検討することを目的とする。 

  

２ 名称 

  本委員会は「放送を巡る諸課題に関する検討会取りまとめ案起草委員会」と称す

る。 

 

３ 検討事項 

 これまでの検討会における議論を踏まえ、検討会の取りまとめ案について検討を

行う。 

 

４ 構成及び運営 

（１）本委員会の構成員は、検討会座長が指名する。検討会座長は、必要に応じ、

本委員会の会議に出席することができる。 

（２）本委員会に、検討会座長があらかじめ指名する主査を置く。 

（３）主査は、本委員会を招集する。 

（４）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（５）その他、本委員会の運営に必要な事項については、主査が定めるところによ

る。 

 

５ その他 

本委員会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が行うものとする。 

 

資料８－４ 



委員会の公開について（案） 

 

１ 会議について  

（１）本委員会の会議は、放送事業者の経営に関わる情報を取扱うこと、構成員間

の率直な意見の交換が損なわれるおそれがあること等の理由から、原則として非

公開での開催とする。ただし、主査は、取り扱う議題に応じ、必要があるときは、

必要と認める者の傍聴を認めることができる。 

（２）本委員会で使用した資料については、公開することにより当事者又は第三者

の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある等の理由により非公開とするこ

とが必要と主査が認める場合を除き、公開する。 

 

２ 議事要旨について  

本委員会の終了後、速やかに議事概要を作成し、公開する。 



「放送を巡る諸課題に関する検討会取りまとめ案起草委員会」 
構成員名簿（案） 

 

（敬称略） 

   

 にいみ  いくふみ  

  （主査） 新美 育文 明治大学法学部教授 

 おおたに かずこ  

 大谷 和子 株式会社日本総合研究所法務部長 

 ししど  じょうじ  

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

   

   

 

 

 

 

 


